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令和２年度 地球温暖化防⽌推進実⾏計画実施結果について

組合では、｢地球温暖化対策の推進に関する法律」の規定に基づき、「南濃衛⽣施設利⽤事務組合地球温暖化防

⽌推進実⾏計画(以下「実⾏計画」という。)」を平成27年3月に策定し、組合の事務・事業における温室効果ガ

スの排出量削減に取り組んで参りましたが、その後、平成 28年 5月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」

により、温室効果ガスの更なる削減が必要となったことや実⾏計画の策定から5年を経たことを契機に「南濃衛

⽣施設利⽤事務組合地球温暖化防⽌推進実⾏計画(事務事業編)」を改訂いたしました。

その「南濃衛⽣施設利⽤事務組合地球温暖化防⽌推進実⾏計画(事務事業編)」の概要と、令和 2年度実施結果

について皆さんにお知らせします。

【南濃衛⽣施設利⽤事務組合地球温暖化防⽌推進実⾏計画（事務事業編）の概要】

・基準年度を平成25年度とし、計画期間を令和2〜12年度までの11年間とします。

・対象となる温室効果ガスは、二酸化炭素（CO2）、メタン(CH4）、一酸化二窒素(N2O)、ハイドロフルオロカ

ーボン(HFC)の4物質としています。

・基準年度の排出量に対して、対前年度⽐3.5%削減により中間年度の令和6年度には25.82%削減、最終年度

である令和12年度には40.02%削減を目指します。

【令和2年度実績及び令和12年度までの目標】

年 度 目標値(t-CO2) 実績値(t-CO2) 備 考

平成25年度 15,513.50 基準年度

令和 2年度 △14.53% 13,259.60 2.58% 15,914.27 目標未達成

令和 3年度 △17.50% 12,798.17

令和 4年度 △20.37% 12,352.78
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年 度 目標値(t-CO2) 実績値(t-CO2) 備 考

令和 5年度 △23.15% 11,922.90

令和 6年度 △25.82% 11,507.98

令和 7年度 △28.40% 11,107.50 中間年度

令和 8年度 △30.89% 10,720.95

令和 9年度 △33.30% 10,347.85

令和10年度 △35.62% 9,987.74

令和11年度 △37.86% 9,640.16

令和12年度 △40.02% 9,304.68

【令和2年度の施設・温室効果ガスの状況】
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【年度・施設ごとの削減状況】
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【令和2年度実績結果】

令和 2 年度に組合の事務・事業より排出された温室効果ガス排出量は、⼆酸化炭素換算で 15,914.27t-CO2

です。これは、基準年度の平成 25 年度（以下「基準年度」という。）の実績値 15,513.50t-CO2と比較して

2.58%(400.77t-CO2)の増加となり、令和2年度の⽬標を達成できませんでした。

この要因としては、清掃センターのエネルギー使⽤量（燃料使⽤量及び電気使⽤量）に起因する温室効果ガ

ス排出量は基準年度と⽐較して 10.9%（516.15t-CO2）減少しましたが、焼却ごみの中の廃プラスチック焼却
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量の割合が増加したことにより非エネルギー（⼀般廃棄物焼却量、汚泥焼却量及び廃プラスチック焼却量）起

因の温室効果ガス排出量は13.7％(1,299.09ｔ-CO2)の増加となり、これが増加に転じた大きな要因となってい

ます。

なお、衛生センターの温室効果ガス排出量は基準年度と⽐較して30.25%（381.04t-CO2）の減少、また、最

終処分場の温室効果ガス排出量は基準年度と⽐較して21.43%（1.05t-CO2）の減少で、両施設共に⽬標削減率

の14.53%を下回っている状況です。

組合では、平成 28 年度から本格的にプラスチック製容器包装の処理を実施していますが、更なる分別等を

構成市町への働きがけを⾏い、廃プラスチック焼却量の削減に努めて参りたいと考えています。


